
はしがき

民法における相続法制の見直しは、昭和55年

(1980年）に改正されて以来、30年以上実質的に行

われていませんでした。この間、家族のあり方や遺産

の分割に関する国民の意識に変化が見られるとの意見

が強くあります。

特に、高齢化社会の進展により、片方の配偶者が死

亡した場合に、他方の配偶者が高齢者である事例が増

加することとなり、残された他方の配偶者の居住権を

保護する必要性は高まっているものと考えられます。

法定相続分については、婚姻期間が長期にわたる場

合に、配偶者の相続分を増加させてはどうかとの意見

があります。また、現行の遺留分制度のもとでの遺留

分減殺請求が事業承継の阻害要因になっているとか、

新たな紛争を発生させているとの指摘もあります。

遺言制度についても検討が必要とされています。公

正証書遺言の普及を図ろうとする一方で、自筆証書遣

言の検認件数が増加している事実があり、その需要に

制度面でも対応すべきとの要望もありますし、遺言執

行者の権限や任務を明確化し、遺言の執行が適切に行

われるための法整備も必要となります。

さらに、少子化社会の進展は、家庭における介護等
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のあり方も変容させています。介護の社会化が求めら

れているものの、相続人以外の者が被相続人の療養看

護を行う事例も多くありますが、相続が開始した際に

は、相続人以外の者への寄与分は現実的には認められ

ない状態となっています。

これらの社会情勢の変化や新たな要望等を踏まえ、

法制審議会民法（相続関係）部会は､｢民法（相続関係）

等の改正に関する中間試案」(以下｢中間試案」という）

をとりまとめ、平成28年7月12日に公表しました。

また、その中間試案の内容を詳細に説明したものとし

て、 「民法（相続関係）等の改正に関する中間試案の

補足説明」 （以下「補足説明」という）も同時に公表

されています。

相続法制は国民生活一般に深く関わるものであり、

その相続法制の見直しについては多くの国民の関心が

あるものと思われます。

本書は、これらの中間試案と補足説明の内容を、で

きるだけ平易にコンパクトに解説しようとしたもので

す。民法に関心のある方たちにとって、本書が中間試

案の理解に資するものとなれば幸いです。

2016年10月

上西左大信
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1 ウ法（相続関1 民 係）見直しの基因

民法（相続関係）の見直しの基因となったのは、嫡

出子・非嫡出子の相続分に関する最高裁決定です。

まず、その内容を確認します。

次に、最高裁決定の結果、民法分野での対応的な改

正が必要であるとの主張や国会での審議を紹介しま

す◎

三番目に、 「相続法制検討ワーキングチーム報告書」

について、その概要を確認します。

前置きが少し長くなりますが、 「民法（相続関係）

等の改正に関する中間試案」を読み解く前に、 「法制

審議会民法（相続関係）部会」の設置に至った背景や

経緯を説明する必要があると考えるからです。
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民法（相続関係）の見直しの経緯第1章

，
Ｆ
Ｌ 高裁の決定巳最

最高裁の大法廷は、平成25年9月4日に、遺産分

割に関して争われていた事件(平成24年(ク)第984号、

第985号遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対す

る特別抗告事件）について、決定を下しました。

（1）事案の概要

この裁判は、嫡出子の相続分と非嫡出子の相続分が

同等であるか否かが争われた事件です。

〔事案の概要〕

平成13年7月25日に死亡したAの遣産につき､「A

の嫡出子(その代襲相続人を含む)である申立人ら｣が、

｢Aの嫡出でない子である相手方ら」に対して、遺産

分割の審判を東京家庭裁判所に申し立てた事件です。

婚姻なし

－「
｜ I｜ I
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（2）該当する規定

ここで、該当する条項を確認しておきましょう。

裁判で論点となったのは、民法900条4号のただ

し書前段の規定（下線を付した箇所）が、日本国憲法

14条1項の規定に違反するか否かです。

〔日本国憲法〕

第14条すべて国民は、法の下に平等であって、人

種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治

的､経済的又は社会的関係において、差別されない。

2．3 〔略〕

〔民 法〕 （改正前）

(法定相続分）

第900条同順位の相続人が数人あるときは、その

相続分は、次の各号の定めるところによる。

一子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続

分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。

二配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配

偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続

分は、 3分の1とする。

三配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配

偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続
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民法（相続関係）の見直しの経緯第1章

分は、4分の1とする。

四子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、

各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、

嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分

の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄

弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟

姉妹の相続分の2分の1とする。

(B)裁判の結果

①家庭裁判所の判断

遺産の分割に関する審判事件は、相続が開始した地

を管轄する家庭裁判所の管轄に属しますので（家事事

件手続法191①)、家庭裁判所が第一審となります。

その第一審（東京家裁平24.3.26審判）では、非嫡

出子の法定相続分が嫡出子の法定相続分の2分の1と

されている民法900条4号ただし書前段の規定は、

その立法理由に合理的な根拠がある等として、同規定

は、合理的理由のない差別とはいえず、憲法14条1

項に反するものとはいえないとして、相手方ら （非嫡

出子）の主張を斥けました。納得をしなかった相手方

らは、東京高裁に抗告しました。

②高等裁判所の判断

次の抗告審(東京高裁平24．622決定)においても、
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民法900条4号ただし書前段の規定は、その立法理

由に合理的な根拠がある等として、同規定は、合理的

理由のない差別とはいえず、憲法14条1項に反する

ものとはいえないとして、抗告人ら（相手方ら：非嫡

出子）の主張を斥け、被抗告人ら（申立人ら:嫡出子）

の主張を認めました。抗告人らは、 さらに最高裁に特

別抗告をしました。

③最高裁判所の判断

特別抗告審（最高裁平25.9.4決定）では、民法

900条4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相

続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分は、遅く

ともAの相続が開始した平成13年7月当時において、

憲法14条1項に違反していたものであるとし、裁判

官全員一致の意見で、原決定を破棄し、さらに審理を

尽くさせるため、原審に差し戻しました。
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